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高知市公用車管理及び整備業務仕様書 

 

１ 趣旨 

  高知市が所有する公用車の管理及び整備に係る業務を委託するにあたり，委託する業務（以下「委

託業務」という。）の内容及び条件を定める。 

 

２ 委託期間 

  令和６年７月１日から令和７年６月 30日まで  ※長期継続契約適用 

  ※本委託は長期継続契約のため，翌年度以降において高知市の歳入歳出予算の当該金額において減

額又は削除があった場合は，高知市はこの契約を解除することができるものとする。 

 

３ 委託業務の内容 

  ⑴ 運行管理業務 

① 対象車両 

      高知市が所有する全ての公用車（以下「全公用車両」という。）のうち，管財課が所管す

る車両（以下「所管車両」という。別紙１のとおり。）を対象とする。なお，所管車両につ

いては，新規取得や廃棄，所管換等により増減する場合がある。 

    ② 業務内容 

      ア 車両等の貸出しに関すること 

        ・車両及び鍵の受渡し 

        ・共用車使用申請兼運行票（様式３号）の受渡し 

        ・給油伝票の受渡し 

        ・ＥＴＣカードの受渡し 

        ・終日のアルコール検知器による運行前及び運行後検査の実施 

        ・運行前の運転免許証の確認 

        ・問合せ等の電話対応 

        ・その他，関連する事項 

      イ 車両等の管理に関すること 

        ・車両及び鍵の管理 

        ・共用車使用申請兼運行票（様式３号）の整理 

        ・給油伝票の保管 

        ・ＥＴＣカードの保管 

        ・所管車両の傷等のチェック（従事日１日につき１回以上） 

        ・その他，関連する事項 

      ウ 車両保管場所 

・本庁舎地下駐車場 

・たかじょう西庁舎駐車場 

・たかじょう庁舎駐車場 

・大原町駐車場 
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        ・総合あんしんセンター駐車場 

        ・丸ノ内駐車場 

 

  ⑵ 車両管理業務 

① 対象車両 

      所管車両を対象とする。 

    ② 業務内容 

      ア 法定点検及び自主点検の手配に関すること 

        ・整備依頼書に基づく整備の手配 

      イ 日常点検の実施に関すること 

      ウ エンジンオイルの点検 

      エ 簡易な故障等の整備に関すること（タイヤ交換・電球交換・バッテリー充電等軽微な

作業） 

      オ ア～エの業務を行うために必要な車両の運搬に関すること 

   

⑶ その他管理事務 

①  対象車両 

      全公用車両のうち，上下水道局，消防局及び環境業務課が所管するもの以外の車両（四輪

288台，二輪 186台）を対象とする。 

② 車両台帳作成 

      全公用車両のうち，上下水道局，消防局が所管するもの以外の車両に係る台帳作成に関す

る事務。 

    ③ 運転日誌集計 

全公用車両のうち，上下水道局，消防局及び環境業務課が所管するもの以外の車両に係る

運転日誌の集計に関する事務。 

    ④ 車両運行報告書作成 

      所管車両の稼動状況等，車両運行に係る報告書作成に関する事務。 

    ⑤ その他 

      管財課が実施する自動車管理事務の支援。 

 

４ 委託業務の条件 

⑴ 人員配置 

    委託業務を円滑かつ適正に遂行できるよう適切な人員配置を行うこと。 

 

  ⑵ 事務所の使用 

    委託業務に係る事務は，本庁舎地下自動車管理室において行うものとし，委託業務の委託を受

けた者（以下「受託者」という。）に無償で使用させる。 

 

⑶ 物品及び消耗品 

    物品貸付リスト（別紙２）に記載する物品は受託者に無償で貸し付ける。 
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  ⑷ 公用車管理システム 

    車両等の貸出し業務における車両の予約等については，「公用車管理システム」により行うこ

ととし，システムを使用するためのパソコンについては，高知市が準備する。 

 

⑸ 法定点検・自主点検の実施 

    法定点検・自主点検の実施の際に必要となった点検費用及び部品等（油脂類含む）の交換及び

修理の費用については，高知市の負担とする。 

 

  ⑹ 故障等の修理 

    故障等の修理に必要な部品等の費用については，高知市の負担とする。 

 

  ⑺ 報告書の提出 

    委託業務の実施に係る報告書を毎月終了後 10 日以内に提出するものとし，その報告書作成に

必要な費用については，受託者の負担とする。 

 

 ⑻  業務の確実な実施 

受託者は，本業務を遂行する業務従事者に対し，自己の責任と費用にて機器の操作研修及 

び業務引継ぎ等を実施し，履行開始日から業務に支障が出ないように体制を整備すること。 

 

５ 従事日及び時間 

⑴ 従事日 

    委託業務に従事する日は，土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末

年始の市役所閉庁日（12月 29日から翌年１月３日まで）を除く毎日とする。 

 

  ⑵ 従事時間 

    委託業務に従事する時間は，午前８時 30分から午後５時 15分までとし，労働基準法の規定に 

基づく休憩時間を設けること。 

 

６ その他の事項 

  ⑴ 委託業務に従事する従事者については，名札の着用等，従事者であることを明瞭にさせ，市民

の誤解や非難を招くことがないよう留意すること。 

 

  ⑵ 委託業務の実施に係る光熱水費及び通信費は，高知市の負担とするが，極力無駄のないよう省

エネや節水等に努めること。 

 

  ⑶ 委託業務に関する自動車保険（車両・対人・対物含む）は高知市負担とする。（受託者自身の

保障に関しては自動車保険の対象外です。） 
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別紙１ 

令和６年４月 19日現在 

車種（四輪車） 台 数 （台） 

軽 貨 物  1７ 

小型貨物 ２ 

小型乗用 ２ 

普通貨物 ３ 

普通乗用 ５ 

普通特種 １ 

合   計 ３０台 

 

 

 

 

 

車種（二輪車） 台 数 （台） 

スク－タ－５０ｃｃ  ５ 

カ ブ   ５０ｃｃ     1 

カ ブ   ９０ｃｃ  ５ 

合   計   １１台  

 

 



5 

 

別紙２ 

物品貸付リスト 

品名 数量 品名 数量 

事務机 ３ 自動車バッテリー充電器 １ 

椅子 ３ ジャッキ ２ 

整理庫 ４ グラインダー １ 

保管庫 １ 万力 １ 

ロッカー １ コンプレッサー １ 

パソコン １ エアタンク １ 

プリンター 2 アルミブリッジ（1組） １ 

FAX １ トルクレンチ 一式 

複合型複写機 １ 工具 一式 

応接セット １組   

アルコール検知器 2   

電話機 １   
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様式第３号

様 所属

    　　名

km ℓ

km ℓ

km ℓ

枚数

      使用後は，車両の清掃に努めること。

タクシーチケット申請

貸出番号

 共用車（軽四 普通）

 50cc   スクーター

 90cc    タクシーチケット  NO.

           年      月      日

課長名                            印

往    ・    復

管財課長

共 用 車 使 用 申 請 兼 運 行 票

      「用務」「行先」欄には具体的に，「使用者」欄には乗車する者全員の氏名を記入すること。

    時    分

自
 
至

実
働

    時    分

車   両   番   号

 使  用  時  間

計

予
 
定

自
 
至

    時    分

    時    分

    月   日 　曜日

  有・無

  （注） タクシーチケットの使用については，財務部長通知に留意すること。

走行距離

給
油
量

 ガソリン

 オイル

走  行  後

備
考

使  用  者  氏  名

 軽 油

運
転
者

車
 
種

用        務 行          先

走  行  前
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様式第６号

      年      月 分

日 km ℓ ℓ

円

当月修理費等

当月オイル給油量月末メーター表示月初メーター表示当月稼働日数

:

:

:

:

:

管財課長

自動車管理者
（所管課長）

（km）

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

日
使用時間

用        務曜日
至（時:分）

運  転  日  誌
（四輪・二輪兼用）

運転者

:

 登録番号所管課

自（時:分） （遠い順から記入）

走行後の距離 備考

給油量
（ℓ）

修理費等
（円）

主 な 行 き 先

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: :

:

:

:

:

:

:

:

::

:

::

:

:

: :

:

:

:

: :

km

:

当月走行距離

km ℓ

当月ガソリン給油量 当月軽油給油量

自動車管理者

（所管課長）
整備管理者
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様式第７号

  酒気帯び確認表

　　　　　　年　　　月分 登録番号

保存期間：１年

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

：
対面

電話等
有
無

有（　   　）
無 ：

対面
電話等

有
無

有（　   　）
無

※　確認方法及び酒気帯びの有無については，該当項目に〇印を記入すること。

※　酒気帯びの確認方法については，原則として対面により行うこと。ただし，運行前又は運行後に対面により実施できない場合は，アルコール検知器を携

     行させ，電話等により運転者と直接対話できる方法によって応答の声の調子等を確認するとともに，アルコール検知器による測定結果を確認すること。

※　アルコール検知器については，電源が確実に入ること，損傷がないこと等を確認し，常時有効に保持すること。

目視等
の確認

アルコール検
知器（数値）

運転者

所管課

日
付

運　行　前 運　行　後

確認
時間

運転者
確認
方法

酒気帯び の有無

確認者
指示事項・

その他必要な
事項等

確認
時間

確認
方法

酒気帯び の有無

確認者
指示事項・

その他必要な
事項等目視等

の確認
アルコール検
知器（数値）

管財課長自動車管理者

（所属課長）
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年 月 日

印

　１　整備依頼時に作成し，整備業者に手渡して発注すること。
　２　必要事項は，明確に記入すること。

　３　整備完了後，点検者は必ず点検欄に押印すること。

　４　法定点検，分解整備等の場合は，整備管理者（整備管理者を置かない場合にあっては，自動車管理者
　　等）の検収を受けること。

　（注意事項）

（架装機械）

（注）　整備が完了し納入のときは，事前に整備管理者と日時を打ち合わせ，必ず整備管理者の点検確認を
受
　　　けてください。ただし，整備管理者を置かない場合は，不要です。
　　　　整備管理者が不在のとき又は軽微な整備は，自動車管理者等の点検確認を受けてください。

 ・ 　 ・

課長

交　　換　　部　　品

自動車整備完了報告書

課長

発
注
先

所
管
課
点
検
確
認

管
財
課
点
検
確
認

（注意）
　上記内容のほかに，異常を認めたとき
又は重要部品の交換を必要とするとき
は，必ず担当者と協議してください。

整備責任者

担当者

・ 　・

整
備
管
理
者

整
備
管
理
者

整　　備　　内　　容

 ・  ・

２ その他の整備

課

長

発　　注　　整　　備　　内　　容

所 属 車両番号

１ 法 定

課

長

補

佐

立

案

者

係

長

運転者

◎

自 動 車 整 備 依 頼 書
年　　　月　　　日

整備工場名

様式第10号

　・　・

か月点検整備及び車検受代行

下記内容により整備完了（部品納入）

 


